
警察本部長が実施する情報公開に関する事務取扱要領（例規甲） 

平成 17年 12月 16日

兵警広例規甲第 26号本部長 

 

第１ 趣旨 

この要領は、情報公開条例（平成 12 年兵庫県条例第６号。以下「条例」という。）及び情報公開条例施

行規程（平成 13年兵庫県警察本部告示第 1119 号。以下「規程」という。） に基づき 警察本部長 （以下

「本部長」という。）が実施する情報公開に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとす

る。 

第２ 定義 

この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。 

(1) 公文書 条例第１条第４項に規定する公文書をいう。 

(2) 公開請求 本部長に対する公文書の公開の請求をいう。 

(3) 請求者 公開請求をしたものをいう。 

(4) 対象文書 公開請求に係る公文書をいう。 

(5) 主管課長 対象文書に記録された情報に係る事務を主管する警察本部の所属（神戸市警察部庶務

課、方面本部、サイバーセキュリティ・捜査高度化センターの所属及び警察学校を含む。）の長を

いう。 

(6) 保有所属長 対象文書を保有し、又は保有していると認める所属の長をいう。 

(7) 非公開情報 条例第６条各号のいずれかに該当する情報をいう。 

(8) 公開決定 対象文書の全部又は一部を公開する旨の決定をいう。 

(9) 非公開決定 対象文書の全部を公開しない旨の決定をいう。 

(10) 公開決定等 公開決定及び非公開決定をいう。 

(11) 第三者 対象文書にその情報が記録されている国、地方公共団体及び請求者以外のものをいう。 

第３ 請求書の受領等 

１ 総務部県民広報課長（以下「県民広報課長」という。）及び警察署長は、条例第５条第１項の規定に

より公文書公開請求書（規程様式第１号。以下「請求書」という。）の提出があったときは、これを受

領するものとする。 

２ 警察署長は、前記１の規定により請求書を受領したときは、直ちに県民広報課長に送付するものとす

る。 

３ 県民広報課長は、前記１の規定により請求書を受領したとき、又は前記２の規定により警察署長から

請求書の送付を受けたときは、直ちに当該請求書を保有所属長に、当該請求書の写しを主管課長に送付

するものとする。 

第４ 他の実施機関への事案の移送 

１ 主管課長は、前記第３の３の規定により県民広報課長から請求書の写しの送付を受けた場合におい

て、条例第 13条第１項の規定による事案の移送が適当であると認めるときは、事案の移送の必要性に

ついて、直ちに県民広報課長と協議するものとする。 

２ 主管課長は、前記１の規定による協議の結果、他の実施機関に事案を移送しようとするときは、県民

広報課長とともに、速やかに当該他の実施機関と協議するものとする。 

３ 前記２の場合において、主管課長は、県民広報課長を経由して、事案の移送に関する意見照会書（様

式第１号）に事案の移送に関する意見書（様式第２号）を添えて、請求者の意見を聴かなければならな

い。 

４ 主管課長は、前記２の規定による協議の結果、事案の移送を決定したときは、県民広報課長を経由し

て、速やかに、事案移送書（様式第３号）により当該他の実施機関に事案を移送するとともに、事案移

送通知書（規程様式第７号）により請求者に通知するものとする。 



第５ 他の実施機関からの事案の移送 

１ 県民広報課長は 他の実施機関から本部長に対する事案の移送に係る協議の申入れがあったときは、

直ちに主管課長及び保有所属長に通知するものとする。 

２ 主管課長は、前記１の規定による通知を受けたときは、県民広報課長及び保有所属長とともに、速や

かに当該他の実施機関と協議するものとする。 

３ 主管課長は、前記２の規定による協議の結果、事案の移送を決定したときは、県民広報課長を経由し

て、当該他の実施機関から事案の移送を受けるものとする。この場合において、県民広報課長は、移送

を受けた事案に係る請求書を保有所属長に 当該請求書の写しを主管課長に送付するものとする。 

第６ 補正の要求 

主管課長は、前記第３の３又は前記第５の３の規定により県民広報課長から請求書の写しの送付を受け

た場合（前記第４の規定により他の実施機関に事案を移送する場合を除く。）において、当該事案に係る

請求書について条例第５条第３項の補正が必要であると認めるときは、県民広報課長を経由して、速やか

に請求者に補正の参考となる情報を提供し、補正を求めるものとする。 

第７ 公開決定等の検討 

１ 主管課長は、請求書の写しを受理したときは、速やかに対象文書を特定し、非公開情報の有無等につ

いて検討するものとする。この場合において、主管課長は、県民広報課長及び保有所属長と協議するも

のとする。 

２ 県民広報課長は、前記１の規定による協議に当たり必要があると認めるときは、主管課長及び保有所

属長との連絡調整を図るものとする。 

第８ 公開決定等の期間の延長等 

１ 主管課長は、前記第７の１の規定による検討の結果、条例第 11条第１項に規定する期間内に公開決

定等をすることが困難であると認めるときは、関係資料を添えて、次に掲げるいずれかの措置を速やか

に本部長に上申するものとする。 

(1) 条例第 11条第２項の規定による公開決定等の期間の延長 

(2) 条例第 12条第１項の規定による公開決定等の期限の特例の適用 

２ 主管課長は、前記１の規定による上申をした場合において、本部長が公開決定等の期間の延長を決定

したときは公開決定等期間延長通知書（規程様式第５号）により、公開決定等の期限の特例の適用を決

定したときは公開決定等期間特例延長通知書（規程様式第６号）により、県民広報課長を経由して、速

やかに請求者に通知するものとする。 

第９ 第三者への意見照会 

１ 主管課長は、前記第７の１の規定による検討の結果、条例第 14条第１項の規定により意見書を提出

する機会を与えるときは、県民広報課長を経由して、規程第７条第１項の事項を第三者に通知するもの

とする。 

２ 主管課長は、前記第７の１の規定による検討の結果、条例第 14条第２項の規定により意見書を提出

する機会を与えるときは、公文書の公開決定に係る意見照会書（規程様式第８号）により、県民広報課

長を経由して、第三者に通知するものとする。 

３ 主管課長は、前記１及び２の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、公開決定に

対する意見書（様式第４号）により、行うものとする。 

第 10 公開決定等 

１ 主管課長は、前記第７の１の規定による検討の結果、公開決定等が可能であると認めるときは、関係 

資料を添えて、直ちに本部長に上申するものとする。 

２ 主管課長は、前記１の規定による上申をした場合において、本部長が公開決定等をしたときは、当該 

決定の内容に応じて、公文書公開決定通知書（規程様式第２号）、公文書部分公開決定通知書（規程様 

式第３号）又は公文書非公開決定通知書（規程様式第４号）（以下「決定通知書」と総称する。）によ 

り、県民広報課長を経由して、直ちに請求者に通知するものとする。この場合において、当該公開決定 

等が公開決定であるときは、公文書公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書に公開方法等申出書 



（規程様式第 10 号）を添えるものとする。 

３ 主管課長は、前記２の規定により本部長が公開決定をした場合において、当該公開決定が公文書の公 

開に反対の意思を表示した意見書が提出されたものに対する公開決定であるときは、当該公開決定の日 

と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置くとともに、公開決定に係る通知書（規程様式第９ 

号）により 県民広報課長を経由して 直ちに意見書を提出した第三者に通知するものとする）。  

第 11 削除 

第 12 公開の実施 

１   県民広報課長は、本部長が公開決定をしたときは、当該対象文書について、公開を実施するものと 

する。この場合において、県民広報課長は、主管課長に公開への立会いを求めることができる。 

２  県民広報課長は、前記１の規定により公開を実施する場合において、当該公開の実施が公文書の写 

しの交付により公開の実施を受けようとする請求者に対するものであるときは、事前に規程第 11条に 

規定する写し又は複製物の作成又は送付に要する費用の納付を受けるものとする。 

３  県民広報課長は、前記１及び２の規定にかかわらず、当該公開の実施に係る事務を警察署長に依頼 

することができる。 

第 13 情報の提供 

１  県民広報課長は、条例第１条第２項ただし書の規定による公文書に該当しない文書等のうち、次に 

掲げるものを、総務部県民広報課に備え付けるとともに、閲覧等申出書（様式第５号）により一般の

閲覧又は写しの交付の申出に応ずるものとする。 

(1) 兵庫県警察が発行する広報誌（紙）等一般の利用に供することを目的として保有しているもの 

(2) 兵庫県警察が作成又は取得する統計書、年報、月報等の資料のうち、県民に提供することが有用で 

あると認められるもの 

２ 県民広報課長は、情報提供刊行物等目録（様式第６号）を作成し、総務部県民広報課の書架等に陳列

するなど、各種の情報を整理しておくものとする。 

３ 県民広報課長は、前記１の規定による申出に応ずる場合において、当該申出が写しの交付であるとき

は、事前に規程第 11 条に規定する写し又は複製物の作成又は送付に要する費用の納付を受けるものと

する。 

第 14 専決基準 

兵庫県警察処務規程（昭和 39年兵庫県警察本部訓令第６号）第８条の規定により専決をすることがで 

きる情報公開に関する事務の基準は、総務部長が定める。 



 



 



 



 



 



 


